
電子保証のご案内

令和7年4月1日より 大分県 で本格運用開始

「契約保証」と「前払金保証」の保証証書は、電子証書でのご提供が可能となりました。

電子保証とは 書面の「保証証書」に代わり「電子証書」（保証証書に記載する内容が記録されたデータ）
を受発注者がインターネットを通じて確認することができる仕組みです。

ご利用の要件 お客様が「ｅ-Ｎｅｔ保証」を利用し保証申込いただくこと

対象案件 令和7年4月１日以降に、大分県の各発注機関と当初契約を
締結する「建設工事」及び「建設コンサルタント等業務委託」

対象の保証証書 契約保証、前払金保証、中間前払金保証
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※ 保証証書とは、電子証書の内容を確認する画面を印刷したものになります。



お申込の流れ （STEP1,2）
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お申込の流れ （STEP3,4）
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注）受注者は、電子証書に係る『電子証書閲覧用「認証キー｣等のお知らせ』及び『保証証書(○○保証)』（電子証書の内容
を確認する画面）を印刷したものを発注者に提出します。
また、当初契約書の作成時においては、「大分県公共工事請負契約約款【R7.4.1〜】」または「大分県土木設計業務等
委託契約約款【R7.4.1〜】」等を使用してください。



Q＆A

〒870-0046 大分市荷揚町4番28号（大分県建設会館3F） https://www.wjcs.net/

全ての保証証書が電子保証の
対象となりますか。

対象は以下のとおりとなります。
・前払金保証
・中間前払金保証
・契約保証
※契約保証予約は対象外です。

大分県における
電子保証の対象案件を
教えてください。

令和7年4月１日以降に､大分県の各発注機関と
当初契約を締結する「建設工事」及び「建設コ
ンサルタント等業務委託」が対象となります。
また、当初契約書の作成時においては、「大分
県公共工事請負契約約款【R7.4.1〜】」または
「大分県土木設計業務等委託契約約款【R7.4.1
〜】」等を使用してください。

電子保証を利用するには
どのような手続きが必要ですか。

西日本建設業保証株式会社 大分支店 ℡:097-535-2070

保証証書以外の書類も
電子化されますか。

お客様控え及び保証料計算書も電子化されます。

e-Net保証のID登録が必要になります。
すでにID登録がお済みの場合は、
新たな手続きは不要です。

大分県における
認証キー・電子証書の
提出方法を教えてください

持参（FAXも可）となります。
なお、詳細は、土木建築部の各発注機関に
ご確認ください。

https://www.wjcs.net/

